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平成２２年第４回竜王町議会定例会（第１号） 

平成２２年１２月７日 

午後１時００分開会 

於 議 場 

１ 議 事 日 程（１日目） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議第７４号 竜王町税条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第７５号 竜王町公民館設置条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第７６号   竜王町立武道交流会館の設置および管理に関する条例の一

部を改正する条例 

日程第 ６ 議第７７号 竜王町立幼稚園条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議第７８号 竜王町使用料徴収条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議第７９号 竜王町雪野山史跡広場「妹背の里」設置条例等の一部を改正

する条例 

日程第 ９ 議第８０号 竜王町ふれあい相談発達支援センター設置条例 

日程第１０ 議第８１号 竜王町老人憩の家の設置および管理に関する条例を廃止す

る条例 

日程第１１ 議第８２号 竜王町議会の議決に付すべき公の施設の廃止または長期か

つ独占的利用に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１２ 議第８３号   平成２２年度竜王町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 議第８４号   平成２２年度竜王町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)

補正予算（第３号） 

日程第１４ 議第８５号 平成２２年度竜王町国民健康保険事業特別会計(施設勘定)

補正予算（第１号） 

日程第１５ 議第８６号 平成２２年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１６ 議第８７号 平成２２年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第１７ 議第８８号 平成２２年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第１８ 議第８９号 平成２２年度竜王町水道事業会計補正予算（第２号） 
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２ 会議に出席した議員（１２名） 

１番  蔵 口 嘉 寿 男 ２番 貴 多 正 幸 

 ３番  圖 司 重 夫 ４番 村 田 通 男 

 ５番  山 田 義 明 ６番 山 添 勝 之 

 ７番  菱 田 三 男 ８番 若 井 敏 子 

 ９番  岡 山 富 男 １０番 小 森 重 剛 

 １１番  大 橋  弘 １２番 寺 島 健 一 

３  会議に欠席した議員（なし） 

４ 会議録署名議員 

 ７番  菱 田 三 男 ８番 若 井 敏 子 

５  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長 竹 山 秀 雄 副 町 長 青 木  進

教 育 長 岡谷ふさ子 会 計 管 理 者 布 施 九 藏

総 務 政 策 主 監 川 部 治 夫
住 民 福 祉 主 監 兼 
健 康 推 進 課 長 

山添登代一

産 業 建 設 主 監 小 西 久 次 総 務 課 長 松瀬徳之助

政 策 推 進 課 長 杼 木 栄 司 生 活 安 全 課 長 若 井 政 彦

住 民 税 務 課 長 田 中 秀 樹 福 祉 課 長 吉 田 淳 子

産 業 振 興 課 長 兼 
農業委員会事務局長 

井 口 和 人 建 設 水 道 課 長 村 井 耕 一

教 育 次 長 兼 
生 涯 学 習 課 長 

赤 佐 九 彦 学 務 課 長 富 長 宗 生

６  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 福 山 忠 雄 書 記 臼井由美子
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開会 午後１時００分 

○議長（寺島健一） 皆さん、こんにちは。 

 ただいまの出席議員数は、１２人であります。よって、定足数に達しています

ので、これより平成２２年第４回竜王町議会定例会を開会いたします。 

 会議に入ります前に、町長より発言の申し出がございますので、これを認める

ことにいたします。竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） 皆さん、こんにちは。平成２２年第４回竜王町議会定例会の開

会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。 

師走月に入り、寒さと慌しさが加わってまいりました昨今ですが、議員の皆様

には、ご健勝にて日夜を問わず議会の諸活動にご専念をいただき、心より敬意を

表します。また、平素は町行政全般にわたりまして格別のご指導、ご鞭撻を賜わ

り、ありがたく、厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

本日、第４回定例会を招集させていただきましたところ、議員の皆様には何か

とご多用の中をご出席くださいまして、誠にありがとう存じます。１２月２１日

までの会期となっていますが、この間何とぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、このところの日本の経済でありますが、先筋の動向が読みにくく、不透

明感が否めない状況が続いております。町内の企業にありましても、概ね同様の

ことが言えるのではないかと見られますが、この後の推移につきましては、日本

経済の動向と世界的な動きを重ね合わせて、しっかり見定めていかねばならない

と考えているところであります。 

一方、民主党の政権が誕生して１年４ヶ月経過しましたが、国民が新政権に寄

せた期待に応えるというにはほど遠く、最近の内閣支持率は急落しているような

実態であります。テレビの国会審議場面を見ておりましても、民主党が提唱する

「国民生活が第一」のキャッチフレーズに沿った論議とはかけ離れたやり取りの

放送が目に入りました。円高傾向、景気の停滞、ＴＰＰの問題、沖縄基地問題等々、

まさに日本は内憂外患の難問山積の時にあることは誰の目にも明らかなことで

あり、一日も早い政局の安定と、国民の不安を払拭する方向へ政府首脳のリーダ

ーシップを発揮してもらいたいと願っているところであります。 

私は、かかる情勢下、「自分たちの住んでいるところは自分たちでしっかり守

っていくんだ」ということが、最も重要なまちづくり方針になると改めて強く認

識いたしており、１万３,２００人の町の皆さんが健康で楽しく、自分の人生の

質を少しでも高めていただけるように、行政としてなすべきことは何であるのか
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を常に行政経営の基本と考えており、これからのまちづくりの歩みにも、しっか

りと浸透させていきたいと考えているところでございます。 

さて、この機会を頂戴しまして、９月の第３回定例会以降の町の動きにつきま

して、かいつまんでご報告申し上げたいと存じます。 

まず、総務政策部門でございますが、１点目、１０月１日を基準日とする国勢

調査については、すべての世帯様にご協力いただき、各地区調査員さん・指導員

さんのご尽力により、全国的には混乱されている中、無事に滋賀県の審査を終え

させていただきました。 

２点目、「自治会の健康診断」に伴う地域ヒアリングを、１０月中旬から各自

治会にお伺いし実施させていただいており、年内には３２自治会すべてを終了す

る予定であります。 

３点目、町の第五次総合計画については、１１月下旬よりパブリックコメント

を頂戴しておりまして、基本構想策定も大詰めを迎えてまいりました。 

４点目、財政健全化に伴う事業見直しを審査いただく「行財政改革推進委員会」

を、１１月２５日に設置をさせていただきました。 

５点目、企業誘致関係では、１１月上旬ですが、株式会社雪国まいたけの大平

社長に対して、工場の稼働や雇用確保など、直接に要請をいたしてきております。 

６点目、交通安全の啓発について、近江八幡署管内の死亡事故の著しい増加に

対して、啓発パトロールや全戸への注意喚起など、最大限の対策を講じたところ

であります。 

次に、住民福祉部門でございますが、１点目、町税等の滞納対策の強化として、

１０月１日から滋賀県と市町職員の合同チームによる共同徴収チームを配置し、

その滞納整理業務を進めております。 

２点目、民生委員児童委員さんにおかれましては、このたび任期満了を迎えら

れ、１２月１日から改めて民生委員児童委員３３名、主任児童委員２名にご就任

いただいたところでございます。 

次に、産業建設部門でございますが、１点目、三井アウトレットパーク滋賀竜

王では、土産土法にもつながり地元農産物をアピールする「竜王まるしぇ」が９

月下旬よりスタートしております。 

２点目、また、竜王インターチェンジ周辺交通対策については、関係機関と会

議を開催いたし、心配される年末年始をはじめ繁忙時期における対応方策を整え

させていただきました。 
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３点目、道の駅かがみの里のマスコットキャラクターである「近江うし丸」も

９月に誕生し、秋の各種イベントへの参加など、町の観光ＰＲに一役を買っても

らっております。 

次に、教育委員会でございますが、１点目、９月２８日から１０月６日にかけ

まして、スーセーマリー市の友好使節団９名の方が来町され、ホームステイに協

力いただきながら、中学生をはじめ様々な交流を深めていただきました。 

２点目、１０月１０日には、２年ぶりの開催となった町民運動会（ドラゴンピ

ック２０１０）では、全自治会からのたくさんの方のご参加に、地域の力強さを

体感いたしました。 

３点目、１０月２３日・２４日には、第５４回滋賀県人権教育研究大会(蒲生

大会)が開催され、３,０００名近くの参加をいただきました。特に、現地実行委

員会事務局として竜王町教育委員会が担当させていただき、盛会に終了させてい

ただきました。 

次に、関係各種機関への要望・要請についてですが、「交番所設置の要望」を

滋賀県警察本部へ、「日野川改修事業の促進要望」を滋賀県ならびに近畿地方整

備局へ、「野洲・湖南・竜王広域交通ネットワークの要望」を滋賀県へ、「県の新

年度予算や施策への要望」を滋賀県へ、関係団体・近隣自治体とともに実施して

まいりました。 

以上、この間の主な動きを申し上げましたが、本町にありましては、既に平成

２３年度予算編成の作業に入っておりますが、平成２２年度は超緊縮予算にて住

民の皆様にご辛抱いただく中で、ご理解とご協力を頂戴いたしながら予算執行に

あたってまいったものでございます。 

今年度の町税収入状況も、昨年期と比較して幾分かは改善に転じたものの、下

支えとなるほどの額でなく、竜王町は過去の社会資本整備に関する投資が大きく、

年間６億ないし７億円に及ぶ公債費の占めるウエイトが財政規模の縮小する中

で拡大し、本町財政の硬直化へ影響していることは、議員各位もご高承のとおり

であります。 

こういった町財政の実態から、新年度予算編成においても緊縮予算といたさね

ばなりませんが、この２年間、スリム化に向けた取り組みを進めることが、私は

次なる竜王町の飛躍に必ずやつながってまいるものと確信をいたしているとこ

ろでもあります。改革を継続することで、税金の大切さ、また、執行にあたって

持つべき行政としての責任感、そして、改革の中に竜王町の将来に向かうべき方
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向性があるということを、町の皆様にご理解いただけるものと思っています。 

さて、このところの景気低迷で雇用不安が社会問題になっておりますが、本町

では三井アウトレットパーク滋賀竜王の盛業とともに１,６２５名の雇用が生ま

れ、町内からも１００名の方がお勤めになっています。また、近々操業を開始さ

れる雪国まいたけ竜王工場においても求人募集で７０名、役場前商業施設開店で

百数十名の雇用が予定されます。このような社会状況下にあって、町としても感

謝いたさねばならないことであります。 

さらに、三井アウトレットパーク滋賀竜王で町内産のお菓子等の販売が伸び、

間接的な雇用の創出にもなっています。また、雪国まいたけ竜王工場では、カッ

ト野菜用に大量の野菜を調達されるため、地元から野菜を仕入れたいとの意向で

あり、地元農業にとって心強いものが感じられます。これらの町内新企業の立地

により町の税収増が図れることは、感謝の一言でございます。 

いずれにいたしましても、平成２２年・２３年を財政健全化への重点取り組み

年度とし、町の身の丈をしっかりと見極めるべく、鋭意、行財政改革に傾注いた

しますが、議員の皆様にも内容を精査していただき、適切なるご意見、ご指導を

賜わりたいと考えているところでございます。 

さて、平成２３年度からいよいよ第五次竜王町総合計画に基づくまちづくりが

スタートいたします。町の皆さんにとって身近な、そして確かな明日の竜王町を

肌で感じ取っていただけるような内容にいたさねばならないと思っています。 

先般来、議員の各位からもご意見をいただいておりますが、第五次竜王町総合

計画では人口に視点を置き、たくましき竜王町になるために、「手元に不可欠の

冊子」、すなわち本棚に置かれたままでなく、いつも手元に携えていただけるよ

うな冊子を目指しているものであります。現在、その基本構想につきましては、

人口減少をくい止めることに焦点を当てる方向で、最終的とりまとめ段階となっ

ております。今後は議員の皆様方にもご審議を賜わることとなりますので、よろ

しくお願い申し上げるところでございます。 

以上、いろいろ申し上げましたが、本定例会会期中、議員各位には格段のご指

導、ご叱正をひとえにお願い申し上げる次第でございます。 

なお、本定例会では、保育料・使用料の見直し等の条例改正に関しましての案

件が９件、補正予算に関しましての案件が７件、合計１６件の案件の提出と、第

五次総合計画にかかる追加案件を上程させていただきます。何とぞ慎重なるご審

議を賜わり、お認めを賜わりますようお願い申し上げ、開会のごあいさつとさせ
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ていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

○議長（寺島健一） これより本日の会議を開きます。 

 皆さんのお手元に、議会諸般報告書ならびに竜王町議会会議規則第１１９条の

規定による議員派遣報告書を配付いたしましたので、よろしくお願いいたします。

なお、説明は省略いたしますので、ご了承願います。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（寺島健一） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第１１８条の規定により、７番 菱田三男議員、８番 若井敏子議員

を指名いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ２ 会期の決定 

○議長（寺島健一） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から１２月２１日までの１５日

間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（寺島健一） ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日か

ら１２月２１日までの１５日間と決定いたしました。 

なお、会期中の日程につきましては、お手元に配付いたしました日程表により

会議を進めてまいりたいと思いますので、ご協力のほどをお願い申し上げます。 

 それでは、これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ３ 議第７４号 竜王町税条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第７５号 竜王町公民館設置条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第７６号   竜王町立武道交流会館の設置および管理に関する条例の一

部を改正する条例 

日程第 ６ 議第７７号 竜王町立幼稚園条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議第７８号 竜王町使用料徴収条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議第７９号 竜王町雪野山史跡広場「妹背の里」設置条例等の一部を改正

する条例 

日程第 ９ 議第８０号 竜王町ふれあい相談発達支援センター設置条例 
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日程第１０ 議第８１号 竜王町老人憩の家の設置および管理に関する条例を廃止す

る条例 

日程第１１ 議第８２号 竜王町議会の議決に付すべき公の施設の廃止または長期か

つ独占的利用に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１２ 議第８３号   平成２２年度竜王町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 議第８４号   平成２２年度竜王町国民健康保険事業特別会計(事業勘定) 

補正予算（第３号） 

日程第１４ 議第８５号 平成２２年度竜王町国民健康保険事業特別会計(施設勘定) 

補正予算（第１号） 

日程第１５ 議第８６号 平成２２年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１６ 議第８７号 平成２２年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第１７ 議第８８号 平成２２年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第１８ 議第８９号 平成２２年度竜王町水道事業会計補正予算（第２号） 

〇議長（寺島健一） 日程第３ 議第７４号から日程第１８ 議第８９号までの１６

議案を一括議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） ただいま一括上程いただきました議第７４号から議第８９号ま

での１６議案につきまして、順を追って提案理由を申し上げます。 

議第７４号、竜王町税条例の一部を改正する条例につきましては、竜王町税条

例第５４条に規定しています「固定資産税の納税義務者等」について一部改正を

行い、地方税法第３４３条第９項に規定する「特定附帯設備」のうち家屋に属す

る部分は、家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができるよう改正

を行うものでございます。 

なお、この改正の適用については、平成２２年１月２日以後に取り付けられた

特定附帯設備に対して課する平成２３年度以後の固定資産税について適用する

ものでございます。 

次に、議第７５号、竜王町公民館設置条例の一部を改正する条例につきまして

は、昭和５０年４月１日に同地に開館いたしました竜王町公民館について、まち

づくり交付金事業を活用して、隣接する商業施設の開業に合わせてコンバージョ

ンすることを契機に、１階は世代間交流と情報発信、２階は竜王町のまちづくり

活動の拠点として、また、３階は竜王町ふれあい相談発達支援センターとしての
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機能を位置づけることに伴い、公民館の施設およびその機能が大きく変わること

により、条例の一部を改正させていただくものでございます。 

今般の改正におきましては、従前は「竜王町公民館設置条例」と「公民館使用

条例」という２つの条例により規定しておりましたが、他の公の施設との整合性

を保つことを踏まえ、「竜王町公民館設置条例」について、「竜王町公民館の設置

および管理に関する条例」として名称も含めて大幅な一部改正を行いつつ、併せ

て、付則第４項により従前の「公民館使用条例」について廃止させていただくも

のです。 

改正の主な内容といたしましては、公民館をより有効に利用していただくため、

年末年始を「休館日」として設定し、これを除く期間について年中無休とするこ

とと併せて、使用料について効率的な施設利用が図られるよう、利用区分につい

て「時間帯」から「時間ごと」へと見直しました。 

また、財政健全化に向けた取り組みの確実な推進において、「使用料金」につ

いても共有スペースを除き一部有料化させていただく中においても、次代を担う

子どもたちの育成支援の観点から、１８歳以下の使用にあたっては無料とする措

置を併せて講じる等、新しく生まれ変わる公民館として、条例の一部改正を提案

させていただくものであります。 

なお、これらの使用料の改正案につきましては、他の案件と同様に、公共料

金等審査委員会にお諮りしていますことを申し添えさせていただきます。 

また、本改正によりまして法律による設置義務が必要でなくなった公民館運営

審議会を社会教育委員と統合廃止することに伴い、付則第３項において、竜王町

特別職の職員で非常勤の者の報酬および費用弁償に関する条例につきましても、

併せて一部を改正させていただくものです。 

さらに、増改築後の公民館の開館が平成２３年３月と年度途中でありますこと

から、経過措置について付則で定めをさせていただいております。 

次に、議第７６号、竜王町立武道交流会館の設置および管理に関する条例の一

部を改正する条例につきましては、施設は本年４月に供用を開始したところであ

りますが、公民館をはじめとするその他の公の施設について、使用料を総合的

な判断のもとで見直しを行います中、利用実態を踏まえつつ、今般、武道交流

会館につきましても、本条例の一部を改正させていただくものであります。 

改正の主な内容といたしましては、現行の条例では１８歳以下の使用料を２

分の１としておりましたが、他の施設と均衡をはかるべく、１８歳以下は無料
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に、障がい者および６５歳以上を２分の１とする使用料の定めをさせていただ

くものであります。 

さらに、施設の利用実態ならびに利用者の声を反映させるため、柔道用の畳

面をＡ面、剣道場をＢ面として、複数団体の利用が可能となる形態での使用料

の規定とするよう改めるものであります。なお、使用料の金額につきましては、

規定の金額の２分の１に設定するとともに、新たに研修室について使用料の定

めを行ったものでございます。 

次に、議第７７号、竜王町立幼稚園条例の一部を改正する条例につきましては、 

まず、第１条中の「第７７条の規定による」を「第２２条に規定する保育等を行

うため、町立の」に改めたことについてでありますが、このことにつきましては、

平成２０年４月１日より施行されました学校教育法の改正において幼稚園の重

要性がうたわれたことを受け、第２２条に記されているところの幼稚園の目的も、

第７７条に記されていた以前と比べ、幼稚園が義務教育およびその後の教育の基

礎を培うものであると新たに目的に記されたことを受けての改正であります。 

このように幼稚園の目的や内容・役割が時代とともに変化してきていることを

受け、また、本町におきましても預かり保育をこれから本格実施していくことか

ら、条文に「規定する保育等を行うため、町立の」という文言を加えたところで

あります。 

なお、第７７条を第２２条に変更いたしますのは、平成２０年４月１日の学校

教育法の改正の際に本条例との整合を図るにいたっておらず、現段階としては法

改正に伴う条ズレが生じていることから、今回、併せて改正するものでございま

す。 

続きまして、第３条を第５条として、新たに第３条・第４条の２条を加えたこ

とについてでございますが、このことにつきましては、２年間の試行を踏まえ、

今回、先に申し上げました預かり保育を新たに制度化することに基づくものであ

ります。 

ご高承のとおり、預かり保育は「教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教

育活動」であるところから、従来の正規の時間である幼稚園保育料とその徴収に

おいては区別する必要がございます。そのことから、第３条として正規の時間の

幼稚園保育料に関する規定を加え、同時に、第４条に預かり保育料に関する規定

を加えたところであります。 

次に、議第７８号、竜王町使用料徴収条例の一部を改正する条例につきまして



 - 11 - 

は、公の施設等の使用料および幼稚園保育料を総合的な判断のもとで見直しを行

います中、利用実態等を踏まえつつ、負担の公平性の観点により、学校施設使用、

幼稚園につきましても、本条例の一部を改正させていただくものであります。 

改正の主な内容といたしましては、学校施設使用については、他の類似施設と

均衡を図るべく、１時間当たりの使用料として見直しを行いますとともに、１８

歳以下は無料に、障がい者および６５歳以上を２分の１に使用料の規定を改めさ

せていただくものでございます。 

次に、通学自動車使用料における片道の場合の６００円を廃止することにつ

きましては、幼稚園の預かり保育について制度化するこの時期に合わせて、受

益者負担の公平性を鑑みた結果であります。通学バスは距離の遠近や回数によ

るものではないことから、利用者に対して一律月額１,２００円をご負担いただ

くこととさせていただくものであります。 

次に、幼稚園保育料の見直しについてでありますが、このことにつきまして

は、育児支援の重要性に鑑み、幼児を持つ保護者の経済的負担に配慮し、平成

７年度より今日まで据え置きの措置をとっていたところでありますが、そのこ

とから、現在、地方交付税算定額や近隣市町の幼稚園保育料との開きが大きく

なっていたという状況があります。 

また、これらに加えまして、最近の国の幼保一体化の動向に応じて、竜王町

として２年間試行実施しておりました預かり保育を来年度より本格実施し、今

まで以上に幼稚園教育の充実を図るという観点から、今までの月額４,８００円

×１１ヶ月について、年額６万円に改めさせていただくものであります。同時

に、試行的預かり保育を本格実施していくうえで、使用料徴収条例においても

預かり保育料について規定したところでございます。 

次に、議第７９号、竜王町雪野山史跡広場「妹背の里」設置条例等の一部を改

正する条例につきましては、妹背の里等公の施設の使用料について見直しを行う

ものでございます。 

公の施設の使用料につきましては、その減免の取り扱いについて竜王町行政改

革大綱や竜王町行政改革集中改革プランに受益者負担の視点に立ち減免の取り

扱いを見直すこととされており、一部使用料の見直しに取り組んできたところで

ございます。しかし、減免規則により町内の利用についてはそのほとんどが減免

措置されている実態がございます。一昨年秋以降のリーマンショックの影響によ

る世界経済の停滞を受けて、本町の財政状況も法人税収の減収により厳しさが増
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したことを契機として、昨年度より財政の健全化に取り組み、その中で使用料の

減免見直しについても取り組んでいく旨、住民皆様にご説明申し上げ、ご理解を

お願いしたところでございます。 

議第７５号でご提案申し上げましたとおり、今般、公民館がコンバージョンに

より機能が大きく変わり、公民館の使用料も見直しがされますことに伴い、町の

公の施設の使用料について、規則による減免措置を見直し、施設利用者に利用の

対価として等しくご負担をお願いすることを基本としつつ、利用実態等を踏まえ

各施設の使用料の取り扱いを整合のあるものとするため、竜王町雪野山史跡広場

「妹背の里」設置条例、竜王町介護予防拠点施設の設置および管理に関する条例、

竜王町農村環境改善センターの設置および管理に関する条例、および竜王町農村

運動広場の設置および管理に関する条例の一部を改正させていただくものでご

ざいます。 

改正の主な内容といたしましては、雪野山史跡広場「妹背の里」および農村環

境改善センターについては、町内居住者で１８歳以下の者、６５歳以上の者およ

び障がい者の使用料を半額とし、介護予防拠点施設および農村運動広場について

は、町内居住者で１８歳以下の者は使用料を無料とし、６５歳以上の者および障

がい者の使用料を半額とするものでございます。 

次に、議第８０号、竜王町ふれあい相談発達支援センター設置条例につきまし

ては、本町における心身の発達に支援を要する子などへの支援は、早期発見・早

期支援の実施により障がいを有する児童の健全な発達が期待でき、障がいの重症

化をかなりの確率で防ぐことができますことから、保健・教育・福祉・医療・就

労等において互いに連携しながら、その発達段階・年齢・生活状況および社会環

境に応じた必要な支援を、一環して継続的かつ総合的に提供する仕組みをつくっ

てきました。 

平成２０年度には、関係機関や関係分野との連携を強めるべく町長部局に発達

支援室を設け、関係機関への業務支援や町内外の関係機関との連絡調整を中心に

業務を行っており、これによりまして、保健・福祉・教育の連携が強まり、早期

発見・早期支援のシステムが充実したと考えております。 

早期支援により社会不適応が予防でき、あるいは社会適応が向上してきていま

すが、青年期においても継続的な支援が必要なケースは少なからずあり、今後の

支援の充実に向けた課題となっています。今回、従来からの早期発見・早期支援

の取り組みを堅持しつつ、現在実施されている学務課による相談支援事業と一体
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化することにより、さまざまな課題を有する児童等の相談や青年期以降の支援の

充実を図るため、「竜王町ふれあい相談発達支援センター」を設置するものであ

ります。 

竜王町ふれあい相談発達支援センター設置条例の条文につきましては、第１条

は設置目的を定めており、ただいま申し上げました内容であります。 

第２条は、同センターの名称および位置を定めております。名称は、「竜王町

ふれあい相談発達支援センター」とし、位置は、竜王町大字小口２７６番地１（竜

王町公民館）として規定しております。 

第３条は、同センターの職員について規定しており、発達支援センター所長と

その他専門職員を置くこととします。 

その他、第４条において規則委任の規定を設けております。この条例は、平成

２３年４月１日から施行したいものであります。 

次に、議第８１号、竜王町老人憩の家の設置および管理に関する条例を廃止す

る条例につきましては、まず、この条例を設置した経過から申し上げます。 

竜王町老人憩の家は、昭和５０年に工業再配置促進費補助金を活用し、「老人

に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身

の健康増進を図ること」を目的に建設いたし、それに伴いまして条例を制定した

ものでございます。 

以降、老人の日常での活動の場として、また近年は、施設の一部を老人クラブ

連合会が借用のうえ、事務局あるいは役員会議等として活用されるなど、老人の

活動の拠点的な役割を果たしてまいりましたが、近年の利用実態を省みますと、

他の公共的施設の活用により利用団体ならびに利用回数・利用者も年々減少して

おります。また、建設以降約３４年が経過し、施設のバリアフリー化の課題や湯

茶室・便所など老朽化、下水道の浄化槽施設の管理等の課題について、費用対効

果の面も考慮する中で、改修ならびに廃止について協議・検討を行ってまいりま

した。 

今般、公民館コンバージョン事業の実施に伴い、公民館の１階の位置づけのひ

とつに「団塊世代への取り組みが求められる中、老人会と連携し高齢者対象の事

業展開を行う拠点」とすることや、今日的課題である高齢者施策の充実を図る観

点から、老人クラブ連合会事務局も公民館増改築工事終了後には公民館に移転を

されることになっております。また、老人憩の家の貸館に係っては、周辺には勤

労福祉会館や農村女性の家があり、また、公民館の増改築工事が終了しますこと
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から、これらの施設が代替機能を充分に担えるものと考えます。 

このような状況で、今後、庁舎の倉庫等として有効利用を図らせていただきた

く、条例の廃止をさせていただくものでございます。 

次に、議第８２号、竜王町議会の議決に付すべき公の施設の廃止または長期か

つ独占的利用に関する条例の一部を改正する条例につきましては、竜王町老人憩

の家の設置および管理に関する条例を廃止することにより、第２条第１号「老人

憩の家」の規定を削除するものでございます。 

次に、議第８３号、平成２２年度竜王町一般会計補正予算（第３号）につきま

しては、現在お認めをいただいております補正予算（第２号）までの歳入歳出予

算額が４８億９,４００万円でございます。今回、総額に歳入歳出それぞれ２億

９００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５１億３００万円

といたしたいものでございます。 

今回の補正予算の主なものといたしましては、障害福祉サービスの実績見込み

に伴う自立支援給付費および補装具扶助費等の増額、過年度の障害福祉関係国庫

負担金等の確定に係る返還金、国における高齢者福祉施設に対する消防設備整備

補助基準改正に伴う高齢者福祉施設等整備事業補助金、町高齢者保健福祉計画の

平成２３年度策定に向けた日常生活圏域ニーズ調査業務委託料の追加、近江八幡

市へ委託実施している子ども療育事業に係る経常経費分および設備整備に係る

備品購入費分に対する本町負担見合い分の委託料、入所児童の増加に伴う保育所

運営費負担金の増額、日本脳炎予防接種の接種率が高いことによる医療機関への

委託料の増額、国第１次補正予算において盛り込まれた子宮頸がんワクチン・ヒ

ブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの接種助成および新型インフルエンザワク

チンの接種助成対象者の基準改正による助成金等の追加、東近江行政組合消防負

担金の確定に伴う増額、希望が丘地先における防火水槽整備に係る基本工事以外

の工事に係る工事請負費、緊急雇用創出特別対策事業を活用した町内小中学校の

学校図書館運営補助員の雇用に係る臨時職員賃金、任意による繰上償還の実施に

係る償還元利金の追加についてお願いするものでございます。 

また、債務負担行為補正につきましては、平成２３年度での事業実施を円滑に

行うため、県議会議員選挙ポスター掲示場リースおよび撤去業務、高齢者保健福

祉計画策定業務、各種健診業務、平成２３年度および平成２４年度における公民

館施設の管理業務などの追加をお願いするものでございます。 

加えて、地方債補正につきましては、希望が丘地先での防火水槽設置工事に係
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る起債限度額の変更および臨時財政対策債の借入可能額の確定に伴います起債

限度額の変更でございます。 

次に、議第８４号、平成２２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第３号）につきましては、現在お認めをいただいております補正予算

（第２号）までの歳入歳出予算額が９億９,４８０万円でございます。今回、総

額に歳入歳出それぞれ１,１０５万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１０億５８５万４,０００円といたしたいものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、歳出では、平成２３年度のレセプト電子化

に伴う国保システム改修として１８２万７,０００円、短期被保険者証郵送代と

して７万円の増額でございます。 

また、医療費の増加に伴い、保険給付費の一般被保険者療養給付費が９００万

７,０００円、平成２１年度の特定健康診査等負担金の精算に伴う返還金として

１５万円のそれぞれ増額でございます。 

歳入におきましては、保険給付費の財源となるものでございますが、国庫負担

金の療養給付費等負担金が３２２万３,０００円、国庫補助金の財政調整交付金

が１１０万円、県補助金の財政調整交付金が１０１万円のそれぞれ増額でござい

ます。また、レセプト電子化に伴うシステム改修の財源といたしまして一般会計

からの繰入金１８２万７,０００円、その他の財源として繰越金が３８９万４,０

００円のそれぞれ増額でございます。 

また、平成２３年度に実施いたします各種健診業務を円滑に進めるための債務

負担行為の追加をお願いするものでございます。 

次に、議第８５号、平成２２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

補正予算（第１号）につきましては、現在お認めをいただいております当初予算

額が、医科９,１００万円、歯科５,４００万円でございます。今回、総額に歳入

歳出それぞれ医科２７８万６,０００円、歯科６１万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ医科９,３７８万６,０００円、歯科５,４６１万円と

いたしたいものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、まず医科については、歳出におきまして、

人事院勧告に伴います給料等の見直しによる一般職給料等について９８万６,０

００円および医薬材料費の不足による１８０万円のそれぞれ増額でございます。 

続いて、歯科については、歳出におきまして、人事院勧告に伴います給料等の

見直しによる一般職給料等について５８万円および燃料費の不足による３万円
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のそれぞれ増額でございます。 

歳入では、歳出の財源となるものでございますが、医科については繰越金が２

７８万６,０００円、歯科については繰越金が６１万円、それぞれ増額でござい

ます。 

次に、議第８６号、竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、現在お認めをいただいております当初予算額が６,４００万円でござい

ます。今回、総額に歳入歳出それぞれ１６万３,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ６,３８３万７,０００円といたしたいものでござ

います。 

補正予算の内容といたしましては、歳入では、各校園等の給食費負担金の実績

見込みに基づく８５万８,０００円の減額、過年度に納付しております消費税の

還付金９万６,０００円の追加と併せて、歳出の財源といたしまして、繰越金５

９万９,０００円の増額でございます。歳出におきましては、資材費における副

食費について１６万３,０００円の減額でございます。 

次に、議第８７号、平成２２年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、現在お認めをいただいております補正予算（第１号）までの歳

入歳出予算額が６億５,０１７万９,０００円でございます。今回、総額に歳入歳

出それぞれ１,９６１万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ６億６,９７９万２,０００円といたしたいものでございます。 

補正予算の主な内容といたしましては、歳入では、薬師地先大型商業施設の公

共下水道接続にかかる受益者分担金９２７万９,０００円の増額、希望が丘地区

における舗装本復旧その２工事および西川地先人孔築造工事に対する国第１次

補正予算による水の安全・安心基盤整備補助金が７００万円、これに対する下水

道事業債が８２０万円のそれぞれ増額でございます。また、これに伴い一般会計

からの繰入金の減額をさせていただくものでございます。 

歳出につきましては、工事費等の減少に伴い発生する消費税が平成２１年度決

算を受けて納付額が確定したことによる不足分１２８万４,０００円の増額、希

望が丘地区における舗装本復旧その２工事および西川地先人孔築造工事に係る

工事請負費１,４００万円および４００万円のそれぞれ増額等でございます。ま

た、地方債につきまして、希望が丘地区における舗装本復旧その２工事および西

川地先人孔築造工事に係る起債限度額の変更でございます。 

次に議第８８号、平成２２年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第２号）に
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つきましては、現在お認めをいただいております補正予算（第１号）までの歳入

歳出予算額が５億７,３２３万３,０００円でございます。今回総額に、歳入歳出

それぞれ５,２９６万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ６億２,６１９万４,０００円といたしたいものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、歳入におきましては、保険給付費に見合う

ルール分の負担として、国、県、支払基金などの公費負担分が３,５２７万７,０

００円、一般会計からの繰入金が６８３万１,０００円および繰越金が１,６０３

万４,０００円のそれぞれ増額、介護給付費準備基金繰入金が５１８万１,０００

円の減額でございます。 

歳出では、保険給付費といたしまして、実績見込みに基づき、居宅介護サービ

ス給付費が３,０００万円、居宅介護福祉用具購入費が２２万円、居宅介護住宅

改修費が１１０万円、居宅介護サービス計画給付費が５３３万円、地域密着型介

護サービス給付費が１,５００万円、介護予防住宅改修費が４０万円のそれぞれ

増額、地域支援事業費といたしまして、人事院勧告に伴います給料等の見直しに

より、地域包括支援センター運営事業に係る一般職給料等について３２万６,０

００円、配食サービス見守り事業委託料が５８万５,０００円の増額でございま

す。 

次に、議第８９号、平成２２年度竜王町水道事業会計補正予算（第２号）につ

きましては、現在、第３条でお認めいただいております補正予算（第１号）まで

の収益的支出の予算額が３億１,３８２万円でございます。今回、収益的支出に

３３万５,０００円を追加し、収益的支出を３億１,４１５万５,０００円といた

したいものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、原水及び浄水費といたしまして水質検査の

手数料を１５万１,０００円および塩素滅菌用の薬品費等といたしまして１１万

２,０００円の増額、総係費といたしまして人事院勧告に伴います給料等の見直

しによる一般職給料等について１２万７,０００円の減額、山中地先における配

水池の耐震化等に係る国庫補助事業の実施に伴う滋賀県水道協会一時負担金に

係る会費負担金について１９万９,０００円を増額するものでございます。 

また、一般職給料等の補正に伴い、第７条で定めております議決を経なければ

流用することができない経費の職員給与費を改正させていただくものです。 

以上、議第７４号から議第８９号までの１６議案につきまして提案理由を申し

上げたところでございますが、議第８３号につきましては、詳細について担当課
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長より説明させますので、よろしくご審議を賜わり、ご承認いただきますようお

願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（寺島健一） 松瀬総務課長。 

○総務課長（松瀬徳之助） ただいま町長から、平成２２年度竜王町一般会計補正予

算（第３号）の内容について提案理由の説明があったわけでございますが、さら

にその内容について、お手元配付の補正予算の概要により説明させていただきま

す。 

補正予算の主な内容といたしましては、まず歳入予算では、今年度普通交付税

の算定において交付団体となったことによる普通交付税が６,２７０万３,００

０円、国庫支出金として実績見込みに基づく障害者自立支援給付費現年度負担金

が７７０万円の増額、同じく実績見込みに基づく県負担金が３８５万円の増額、

入所児童増加に伴う保育所運営費に対する国負担金が３３９万７,０００円、県

負担金が１６９万８,０００円のそれぞれ増額、国の制度改正に伴う老人福祉施

設の消防設備整備補助に係る地域介護・福祉空間整備交付金が３２３万５,００

０円、子宮頸がんワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの接種緊急

促進臨時特例交付金が４０２万円、経営体育成条件整備事業補助金が１２８万５,

０００円、緊急雇用創出特別推進事業を活用した町内小中学校図書館運営補助員

の設置に係る図書館管理運営費補助金が１５４万５,０００円、県議会議員選挙

費委託金が２０１万４,０００円、河川愛護事業委託金が１５０万円、防災対策

事業債が３４０万円、臨時財政対策債が６,６２６万５,０００円、前年度繰越金

が４,６０２万円の増額などでございます。 

次に歳出予算の主なものといたしましては、障害者自立支援法に基づく自立支

援給付費および補装具扶助費の実績見込みにより扶助費が１,３００万円および

２４０万円のそれぞれ増額、精算により同過年度負担金が２９２万８,０００円

の増額、国民健康保険事業特別会計（事業勘定）における平成２３年度のレセプ

ト電子化に伴う国保システム改修に係る経費補てんのための国保特別会計（事業

勘定）繰出金が１８２万７,０００円の増額、国において高齢者福祉施設におけ

る消防設備整備補助基準が改正されたことによるグループホーム希望の家綾戸

への補助金が３２３万５,０００円、町高齢者保健福祉計画の平成２３年度策定

に向けた日常生活圏域におけるニーズ調査業務の実施に係る委託料が２００万

円のそれぞれ追加、介護保険特別会計における介護給付費および地域支援事業費

に対する一般会計負担分としての介護保険特別会計繰出金が６８３万１,０００
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円の増額、近江八幡市へ委託し実施しております子ども療育事業について、これ

に係る経常経費分および設備整備に係る備品購入費分に対する本町負担見合い

分となる委託料が１６７万円の増額、入所児童増加に伴う保育所運営費に対する

負担金が５０９万８,０００円の増額、子宮頸がんワクチン・ヒブワクチン・小

児用肺炎球菌ワクチンの接種助成金を含む予防接種事業が１,２０１万８,００

０円の増額、認定農業者や集落営農組織が意欲ある地域農業の担い手となり、農

業経営の改善や発展を目的として行う施設整備にかかる経営体育成条件整備事

業補助金が１２８万５,０００円、河川愛護作業補助金が１５０万円の増額、下

水道事業特別会計での受益者負担金の歳入増に伴い財源を振り替えることによ

る一般会計からの下水道事業特別会計繰出金公共下水道事業分が４７６万８,０

００円の減額、負担金額の確定による東近江行政組合消防負担金が２２９万２,

０００円の増額、同じく支弁金額の確定による高速自動車国道救急業務支弁金が

２９６万９,０００円の減額、防火水槽維持管理事業として防火水槽の漏水修繕

費用が８８万２,０００円、防災基盤整備事業として希望が丘地先での防火水槽

整備に係る基本工事以外の工事に係る工事請負費４５０万２,０００円のそれぞ

れ増額、小学校教科書改訂に伴う竜王小学校・竜王西小学校および各ことばの教

室における指導用・教科用図書等の整備について４７９万円の増額、緊急雇用創

出特別対策事業を活用した町立図書館を拠点とする町内小中学校の学校図書館

運営補助員の雇用に係る臨時職員賃金が１５４万５,０００円の増額、地方債残

高の縮減に向けた任意繰上償還の実施に係る償還元利金１億４,０１６万円の追

加、その他人事院勧告による職員給与等の改正による人件費補正についてお願い

するものでございます。 

また、債務負担行為補正につきましては、平成２３年度での事業実施を円滑に

行うため、県議会議員選挙ポスター掲示場リースおよび撤去業務、高齢者保健福

祉計画策定業務、各種健診業務、平成２３年度および平成２４年度における公民

館施設の管理業務などの追加をお願いするものでございます。 

加えて、地方債補正につきましては、希望が丘地先での防火水槽設置工事に係

る起債限度額の変更および臨時財政対策債の借入可能額の確定に伴います起債

限度額の変更でございます。 

以上、誠に簡単ではございますが、平成２２年度竜王町一般会計補正予算（第

３号）の内容説明といたします。よろしくご審議を賜わり、ご承認いただきます

ようお願い申し上げます。 
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〇議長（寺島健一） この際申し上げます。ここで午後２時３０分まで暫時休憩いた

します。 

休憩 午後２時１８分 

再開 午後２時３０分 

〇議長（寺島健一） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

以上で提案理由の説明が終わりました。 

本日の議事日程は、これで全部終了いたしました。これをもって本日の会議を

閉じ、散会いたします。 

大変ご苦労さまでございました。 

散会 午後２時３１分 


